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令和６年度 地域包括支援センター職員研修業務委託 

業務説明資料 

 

 

１ 件名 

  令和６年度地域包括支援センター職員研修業務委託 

 

２ 履行期限 

 契約締結日から令和７年３月 31 日まで 

 

３ 履行場所 

 受託業者社内・研修実施場所等 ほか 

 

４ 業務目的  

(1) 業務目的 

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の業務の質を向上する 

(2) 第９期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画における

位置づけ 

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の職員向け研修の充実を図ることで、相談・

支援技術の向上による総合相談の強化等、地域ケアプラザの業務の質の向上に取り組み

ます。 

 

５ 業務概要 

地域包括支援センターに勤務する職員を対象に、個別・地域の課題解決、ネットワーク

構築に関する知識・技術の習得等、ケースワーク・コーディネート力を高めるための研修

を実施します。 

 

(1) コース研修（基礎編・応用編）の実施 

 業務を推進する上で必要な知識や業務のポイントを理解するための講義・演習を行い

ます。実施内容は次のとおりですが、すべての業務において、委託者と十分に協議する

ものとします。 

ア 研修の企画・立案・調整に関すること 

高齢者支援及び地域支援に係る人材育成に関する全国的な動向や、横浜市の高齢

者支援及び地域支援並びに地域ケアプラザの状況等を十分に踏まえたうえで、研修

プログラムの提案及び研修に資する情報提供を、委託者に対し行います。講師候補

として各分野に精通している人材を選定し、横浜市の高齢者福祉及び地域福祉の現

状を理解していただけるよう努めつつ、研修内容を調整し、資料を作成・用意しま

す。 

  イ 会場の確保に関すること 

     想定規模や利便性、費用面などを考慮し、会場を設定します。 

ウ 研修の周知に関すること 

 受託者は周知用チラシ等を作成し対象者へ周知します。併せて、受託者のウェブ

サイトでも周知します。 

エ 受講申込、管理に関すること 

  (ｱ) 申込の受付、とりまとめを行い、受講者名簿を作成します。受講者名簿の作成

にあたっては、申込者の情報等により受講対象者であることの確認を行います。 



2 

 

  (ｲ) 受託者は、受講申込受付期間中に申込状況を適宜委託者へ報告し、(ｱ)の申込者

の情報又は下記６で委託者が提供する名簿により、受講対象者への受講勧奨を行

います。 

 オ 当日の実施 

(ｱ) 受託者は、当日の研修を実施します。研修の実施単位は、半日または１日とし

ます。なお、実施時間の目安は、半日研修の場合は３時間 30 分程度とします。 

(ｲ) 受託者は、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止に充分留意しながら、

研修を実施します。 

 

(1)の実施内容は、次のとおりとする。 

コース 基礎編 応用編 

到達 

目標 

○地域包括支援センターが高齢者福

祉・地域福祉分野において果たすべ

き役割について知り、自らの業務に

必要となる視点や実践活動のありか

たを理解し、他に説明できるように

なる。 

○横浜市における地域包括支援センタ

ーの特徴を理解し、その利点を活か

した支援を自ら考え、有効に引き出

すことができる。 

○福祉専門職として、より高度な知識と

積み重ねた経験をもとに、様々な個別

課題及び地域課題に対し、多職種連携

の視点を持ちつつ、解決策を選択・創

造することができる。 

○将来的な社会情勢の展望を見据えな

がら、自らの地域の支援を行い、地域

と協働することができる。 

内容 次の要素について、最低限網羅する。

順番、要素の軽重については委託者と

調整。 

○地域ケアプラザの意義と役割（初回・

市職員から） 

○地域包括支援センターとは（初回・市

職員から） 

○介護保険制度の動向（生活支援体制

整備・総合事業・地域ケア会議等） 

○地域包括ケアシステム、地域共生社

会の構築 

○総合相談 

○権利擁護事業 

○介護予防ケアマネジメントと介護予

防の必要性 

○包括的・継続的ケアマネジメントと

多職種・関係機関との連携の考え方 

○個別支援と地域支援の関係性、視点

の持ち方 

 基礎編を発展させたテーマを主に扱

う。要素の選択、軽重については委託者

と調整。 
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コース 基礎編 応用編 

主な 

対象者 

(予想 

受講 

規模) 

 経験 12か月未満で本研修未受講の地

域包括支援センター職員（配置予定者

含む）を優先 

（100 名程度） 

 基礎編既受講者又は経験 12 か月以上

の地域包括支援センター職員（内容は配

置３年目以上の職員を想定し企画する

こと）を優先 

（80 名程度） 

対象者については、定員に余裕があれば上記以外の職員の受講を認めます。また、

本市職員等が参加する場合があります。 

コ ー ス

設計 

計２．５日間分（17 時間 30 分程度） 計２．５日間分（17 時間 30 分程度） 

（うち、事例検討を１回入れる。） 

予 定 期 間

（目安）  

５～９月 10 月～３月 

備考 ○ワークショップを各回適宜導入すること 

○研修ごとに参加者にアンケート調査を行い、研修成果を評価・検証すること 

○実施日２か月前（基礎編については１か月半前）までに、周知を開始すること

ができるように準備すること（周知用チラシ等は、委託者から受講者へ転送す

る場合、その転送予定日の７営業日程度前までに作成すること。） 

○委託者との協議については講師と打ち合わせを行う前に実施すること。その際

には企画書を作成し提示すること 

○講師と打ち合わせ後１週間以内に、報告書を作成し、提出すること 

○実施日５営業日前までに、申込者名簿、プレワークを実施した場合には実施結

果、配布資料、当日進行表を提出すること 

 

(2) 研修実施の報告 

ア 各研修実施状況報告 

 (ｱ) 提出時期 

   各回の研修が終了した翌日から起算して 20 開庁日以内 

 (ｲ) 報告内容 

受託者は、当該研修の受講者出欠状況、当日写真、アンケート集計結果、研修結

果の簡易評価及び各回の研修で把握した課題、今後の研修に向けた提案・意見等を

報告書（A4 １ページ程度）としてまとめ、電子データで提出します。なお、提出さ

れた報告書は、市内部の関係部署と共有します。 

イ 年間実施状況報告書 

 (ｱ) 提出時期 

   すべての研修業務が終了してから委託期間満了日まで 

 (ｲ) 報告内容 

 受託者は、全研修終了後、各研修の実施状況や分析結果等を集約したうえで、研

修全体についての効果、課題の分析及び結果を検証し、今後の研修に向けた提案・

意見等を報告書にまとめ、委託者に提出します（ページ数目安：20 ページ程度）。な

お、提出された報告書は、市内部の関係部署と共有します。 

 

６ 委託者から提供可能なもの 

   本業務実施にあたり、必要に応じて委託者から次のものを提供します。 
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(1) 市内地域包括支援センター職員等名簿（本事業のために直接的に必要となる情報に限

ります） 

(2) 本市行政の説明に関するカリキュラムの一部について、協議のうえで、本市職員が講

師を務めることができます。（基礎編「地域ケアプラザの意義と役割」、「地域包括支援

センターとは」については本市職員から講義を行います） 

※ 令和５年度本研修関連資料（コース研修）を閲覧することができます。 

 

７ その他  

(1) 本業務にあたっては、内容を十分に理解したうえで実施することとします。 

(2) 本事業にあたり作成したカリキュラム・配布資料については、本市が必要と認めた場

合は、第三者に対して提示または閲覧を認める場合があります。 

 ※無断複製・流用を認めるものではありません。 

(3) 本業務による事務処理のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守しなければなりません。 

(4) 本事業の公共性を鑑み、政治的中立性、人権等に十分配慮した研修を実施することと

します。 

(5) 本仕様書に記載のない内容については、別途、委託者と受託者で協議することとしま

す。 


